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「 急速を要する」は、あとで要件とし
て検討するため、ここでは出さない方
が良いでしょう。 「所持していないた

D1Iめ～」要件を劣後させるようにも読め
てしまいます。

AとVの体格は事例冒頭に記載があります。検察官
としては当然この事実を把握しているはずなので
使っても大丈夫です。ただ、証拠しての記載がな
いので、証拠のみで認定できる事実ベースで書い
ていくという姿勢は現場判断としては適切といえ
ます。
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証拠④で示されているホウキが、犯行で用いられ
たものであることは一応、推認を経て認定できる
ことです。余裕があれば、この点をもう少し丁寧
に書くと点数に繋がります。
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ており逃げやすいという事情はかなり難し
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いところですが、午前8時前と明るいこと、それなりに人通
＇＾もあると思われること、は拾いたいところでした。
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本問はまだ公判前整理手続段階です。
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実務基礎では刑法と異なり、論証を長々と書く必要がないことは確かです。
しかし、本問は 「脅迫」該当性を論じることが求められているので 「社会通
念上一般」、 「客観的基準」といった検討の方向を示すべきといえます。

魂
～

工
f ,9•—I99 9 → 

*..書J·-.

1 い (:,.饂

吋H·8じむいて砂北ゆt槌も9f

゜

i
[
つ

]J



同一性から犯人性推認までも書く必要があります。
被害品がA宅から発見されたことから直ちにAが犯人
であることが認定できるわけではないので、推認過
程とその強度を論じることが必要です。
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消極的真実義務と誠実義務の対立という構造で書けています。
非常によく出題される聞き方なので本問で書き方を身に付けましょう。
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、というょり本件では直接証拠が存在しな

ぃL. ；3..I•)ヽ ということが爪要です。直接証拠がないので間接
拠の積み重ねによるという証拠構造になります。
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誠実義務も内容を明
しょう。
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消極的真実義務の内容は具体的叶書

秘密保持義務も頻出なので確認しておきましょう！
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消極的真実義務の内容と結論を結びつけましょう。また、無罪推定4指摘
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採点基準

第1設問1

201条1項(1点）， 201条2項(1点）， 73条3項(1点）の指摘

逮捕状の緊急執行について各要件を適切に指摘している（各1点）

①被逮捕者につき既に逮捕状が発付されているが逮捕者が令状を所持しな

い

②逮捕を急速に行う必要がある

③被疑事実の要旨， 及び令状が発せられている旨の告知

上記①， ②要件のあてはめ

逮捕後， できる限り速やかに逮捕状を告知すべきことの指摘

第2設問2

1 小間(1)

(1) 「暴行又は脅迫」の意義

(2) 具体的な証拠及び事実に基づいて、 暴行・脅迫の程度が小さくなること

が適切に論じられている（証拠， 及び事実とその評価につき各2点の6点

満点）

(3) 結論

2 小間(2)

(1) 証明予定事実記載書面が提出されていることの指摘

(2) 同書面を316条の21第1項に基づいて変更することの指摘

(3) 裁判所への提出， A又はXへの提出が必要なことの指摘

配点 得点
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第3設問3 [10] [8]

(1) 間接事実型の証拠構造を用いることの指摘 1 1 

(2) 選択した事実の明示 2 2 

(3) 選択した事実が証拠上認定できるかの検討 3 3 

(4) 選択した事実の推認力の検討が適切に論じられている 4 2 

第4設問4 [15] [7]

1 
(1) 誠実義務と真実義務が問題となることの指摘 2 2 

(2) ア． 誠実義務の意義 2 1 

イ． 真実義務の意義 2 1 

ウ． 積極的真実義務と消極的真実義務の相違， 及びどちらを選択するか 2 1 

(3) (1)についてどちらを優先ざせるべきかの結論 2 2 

2 
守秘義務違反が問題となること， 及び原則許されないことの指摘 2 ゜

「正当な理由」の有無が問題となることの指摘 2 ゜

結論 1 ゜

合計点 50 34 
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講評

設間2 (1)、 設間3という証拠から事実を認定・評価するという実務基礎科目

でもっとも差がつく部分について丁寧に論じられている良い答案でした。 証拠か

ら事実を認定する作業については、 当該証拠から直接認定できる事実は何かを意

識することが大切です。 例えば証拠④がらは、 W2が掃除に使っているホウキのサ

イズ・品質、 そしてこれが犯行日には定位置になく、 折って捨てられていたとい

う事実が認定できます。 したがって、 このホウキが犯行に用いられたホウキであ

ることを言わなければ意味のない証拠になってしまう、 という意識を持つことが

必要になります。

公判前整理手続や法曹倫理は実務基礎でしか出題されない分野といえ対策が遅

れがちな分野です。 しかし、 実務基礎での高得点は合格に直結しますので、 ぜひ

対策していただきたいところです。 まずは本問の復習をしつかりと行い、 周辺条

文等についても確認していただければと思います。

引き続き頑張っていきましょう！ ！ 
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